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第５章 計画の推進に向けて

第１節 計画の推進体制 

１ 狛江市市民福祉推進委員会・高齢小委員会等 
基本的、総合的な福祉施策を推進するための計画の策定や改定、市民福祉に係る重要事項

に関する調査、審議・具申をする市長の附属機関として狛江市福祉基本条例第32条第１項の

規定により設置された市民福祉推進委員会及び同条第３項の規定により設置された高齢小委

員会において、同条第32条第２項第４号の規定により、計画全体の進捗を確認・評価し、

必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

また、地域包括ケアシステムの実現に向けた施策を推進するに当たっては、医療と介護の

連携推進小委員会及び狛江市介護保険推進市民協議会と連携して、施策を推進してまいりま

す。特に、医療と介護の連携においては、二次医療圏を構成する自治体等との整合を図りつ

つ、医療機関、三師会及び介護事業所等とともに在宅医療・介護の連携のための「協議の

場」である医療と介護の連携推進小委員会において施策の展開を検討していきます。 

なお、計画の進捗状況については、広報こまえ及び市公式ホームページを活用して市民に

周知します。 

 

２ 狛江市介護保険推進市民協議会 
市では、介護に関する企画立案や実施に当たり、利用者等の意見が十分に反映され、市の

介護保険制度の円滑かつ適切な運営を図るために、狛江市介護保険条例（平成12年条例第

25号）第20条の規定により狛江市介護保険推進市民協議会を設置し、同条例第21条の規定

により、介護サービスの提供、確保、サービス水準向上に関すること、介護サービス基盤整

備に関すること、介護保険事業計画策定に関すること等について、調査、審議を行っていま

す。（図３-34） 

また、今後も介護保険事業の運営に関する課題等について、解決方法を協議していきま

す。 

図３-34 高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画への政策提言体制 
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３ 関係機関による連携強化 
狛江市地域包括支援センター運営協議会や医療と介護に携わる関係機関の連携を強化し、

高齢者及びその家族のニーズに即した総合的かつ効果的な高齢者保健福祉施策が展開できる

ような体制づくりに努めます。※注 

また、地域包括支援センター主宰のもとで高齢者個人の支援内容を多職種で話し合う個別

ケア会議等から抽出した地域生活課題について高齢者の生活支援を担う機関・団体等で議論

を交わす地域課題検討会議を開催し、個別ケアマネジメントの質の向上と地域生活課題の把

握、関係者間のネットワーク強化を図りつつ、地域生活課題の解決を目指します。（図３-

35） 

図３-35 地域生活課題解決に向けた推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※注：狛江市高齢者虐待防止・見守りネットワーク代表者会議や認知症初期集中支援チーム等、個別のケースの解決を目的とす 

る会議体とは適宜連携しながら事業を進めます。 
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第２節 計画の評価方法 

 
１ 評価の手順 

本計画の内容を具体的な事業として実現するとともに、目標施策を確実に達成するために

は、計画期間中毎年度、ＰＤＣＡサイクルにより進行管理を行い、その結果を市民に対して

公開することにより、より高い推進力を確保していくことが必要となります。 

そこで、本計画においては、以下のサイクル（図３-36）とスケジュール（図３-37）に

従って毎年度、計画の進行管理を実施します。 

 

図３-36 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-37 評価（Check）から改善（Act）へのスケジュール 
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２ 評価の基準 
高齢者保健福祉計画の各施策については、毎年度計画が実施されているか、施策ごとに以

下のＡ～Ｄで評価します。（表３-30） 

 

表３-30 進捗評価の方法・基準 

評価基準 評価指標 

Ａ 
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の70％以上を達成できた 

（進捗している） 

Ｂ 
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の40％以上70％未満を達成できた 

（現状維持） 

Ｃ 
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の20％以上40％未満を達成できた 

（あまり進捗していない） 

Ｄ 
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の20％未満を達成できた 

（全く進捗していない） 

 

具体的な施策の評価方法は次のとおりです。 

【例①】施策１に係る４つの事業の令和３（2021）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合 

 令和３年度の年次目標の達成状況 

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

施策１ 事業 a 達成 達成 - 

事業ｂ 未達成 - - 

事業ｃ 未達成 - - 

事業ｄ 達成 - - 

この場合、事業 a については、令和４（2022）年度まで年次目標までの前倒しで達成していますが、こ

の点は評価に入れません。事業ａから事業ｄまでの令和３（2021）年度の達成率は２/４で 50％となり

ますので、評価はＢとなります。 

 

【例②】その後、施策１に係る４つの事業の令和４（2022）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであ

った場合 

 令和３年度の年次目標の達成状況 

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

施策１ 事業 a 達成 達成 - 

事業ｂ 未達成 達成 - 

事業ｃ 未達成 未達成 - 

事業ｄ 達成 達成 - 

この場合、令和４（2022）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度の年次目標の

達成状況も含め評価します。 

ただし、事業ｂ及び事業ｄの年次目標が単年度の年次目標であり、次年度に繰り延べて実施できない年次

目標の場合には、令和３（2021）年度の年次目標の達成状況は評価から外します。 
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その結果、事業ａから事業ｄまでの令和４（2022）年度までの達成率は４/６で 66.6％となりますの

で、評価はＢとなります。 

【例③】その後、施策１に係る４つの事業の令和５（2022）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであ

った場合 

 令和３年度の年次目標の達成状況 

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

施策１ 事業 a 達成 達成 達成 

事業ｂ 未達成 達成 達成 

事業ｃ 達成 達成 達成 

事業ｄ 達成 達成 未達成 

この場合、令和４（2022）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度及び令和４

（2022）年度の年次目標の達成状況も含め評価します。 

ただし、事業ｂ及びｄの評価については、例②の場合と同様です。なお、事業ｃについては令和５

（2023）年度に令和３（2021）年度及び令和４（2022）年度の年次目標も達成できましたので、その

点も評価に加えます。 

その結果、事業ａから事業ｄまでの令和５（2023）年度までの達成率は７/８で 87.5％となりますので

評価はＡとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




